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１ 監視指導計画の範囲
（１）本計画は、兵庫県内全域（保健所設置市を除く）を対象とする。
（２）監視指導計画の期間（令和4年度）
（３）令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間とする。
２ 監視指導の根拠法と内容
（１）食品衛生法の各基準等についての適合を確認し、その遵守を徹底する。
（２）と畜場法の各基準等についての適合を確認し､その遵守を徹底するとともに､適切に検査を実施する｡
（３）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の各基準等についての適合を確認し､その遵守を徹
底するとともに、適切に検査を実施する。

・重点監視指導項目
・監視指導の実施体制に関する事項
・食品衛生監視重点対象業種及び監視回数に係る基本方針
・食品等の収去検査等に関する事項
・違反を発見した場合の対応
・各種一斉取締りの実施に関する事項
・食中毒等健康危害発生時の対応に関する事項
・食品等事業者自らが実施する衛生管理に関する事項
・関係者相互間の情報及び意見の交換の実施に関する事項
・食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項



１ HACCPに沿った衛生管理
□HACCPに基づく衛生管理
□HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

２ 使用又は参考とした手引書（ ）
３ 取得している第三者認証（ ）

【監視項目】
Ⅰ全体的な事項(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施する施設は1～5においてHACCPの内容も評価する

１ 衛生管理計画を作成している（４点）
２ 必要に応じて手引書を作成している（６点）
３ 食品取扱者等に教育を実施している（８点）
４ 衛生管理の実施状況を記録し、保存している（４点）
５ 効果を検証し、計画・手順書を見直している（４点）

Ⅱ一般的な衛生管理に関する事項
１［食品衛生責任者の選任］（1項目､計１点）
２［施設の衛生管理］（７項目､計11点）
３［設備等の衛生管理］（５項目､計９点）
４［使用水の管理］（3項目､計５点）
５［ねずみ及び昆虫対策］（1項目､計４点）
６［廃棄物及び排水の取扱い］（2項目､計３点）
７［食品取扱者の衛生管理］（３項目､計８点）
８［検食の実施］（２項目､計２点）

９［回収・廃棄］（１項目､計１点）



HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理
の制度化に関するＱ＆Ａ

【主に事業者の皆様から寄せられた質問】

～その他制度に関するもの～

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000787793.pdf
（最終改正：令和３年５月 31 日）


